
 

下水道工事の施行に係る費用の負担基準要綱 

改正 昭 59.12.1 平 1.10.1 平 5.5.1 平 7.4.1 平 26.4.1 平 29.4.1 令 2.1.1 令 2.4.1 令 3.1.1 

令 3.4.1 令 4.4.1 

 

第 1 章 総則 

（趣旨） 

第 1 条 この要綱は、次の各号に掲げる下水道の設置又は使用について、下水道の使用者そ

の他の者からの施行願出により、公共下水道管理者（以下｢管理者｣という。）が下水道工事

を施行する場合並びに下水道使用者その他の者が管理者の承認を受けて自ら下水道工事

を施行する場合等における、工事費及び関連する費用の負担基準に関し、必要な事項を定

める。 

(1) 下水道法第 9 条に基づき管理者が供用開始の告示をした後の区域（以下｢告示区域｣と

いう。）の下水道の新設又は移設。 

(2) 市街化区域で、下水道事業計画区域内の未処理区域における管理者の下水道整備計画

より先行した下水道の設置及びその流末の公共下水道の使用。 

(3) 市街化区域で、下水道事業計画区域外及び市街化調整区域における宅地造成その他に

伴う下水の排除のための下水道の設置及びその流末の公共下水道の使用。 

（用語の意義） 

第 2 条 この要綱において使用する用語の意義は、下水道法及び神戸市下水道条例に定める

ものの他、次に定めるところによる。 

(1) 承認工事：公共下水道管理者以外の者（願出人）が、管理者の承認を受けて自ら費用

を負担して行う公共下水道の施設に関する工事をいう。 

(2) 負担金工事：公共下水道の工事を必要とする者からの工事施行願出及び費用負担によ

り、管理者が行う工事をいう。 

(3) 流末下水道工事：大規模建築物の建設等に伴う下水の排除のため、管理者が既に設置

している公共下水道に至るまでの下水道の新設に伴い、その流末において公共下水道施設

の能力不足解消等の改善の必要が生じ、当該工事施行願出人からの費用負担により、管理

者が行う工事をいう。 

（適用除外） 

第 3 条 この要綱における費用の負担については、下水道整備に関し、この要綱とは別に費

用負担等について協定を締結し、施行するものに適用しない。 

 

第 2 章 承認工事 

（承認工事の願出及び承認） 

第 4 条 承認工事の願出人は、施工に先立ち、下水道本管については公共下水道の施設に関

する工事承認申請書（様式 1）を、取付管・接続ますについては取付管・接続ます（新設・

改築）工事施工承認申請書（様式 2）（様式 2-1）を管理者に提出し、承認を得なければな



 

らない。なお、委任状は（様式 3）による。 

2 承認工事の設計・施工を行う者は、次の資格要件を必要とする。 

(1)下水道本管：神戸市競争入札参加資格者で、工事請負(土木一般)の業種に登録されてい

る者。 

(2)取付管・接続ます：(1)の業者の他、神戸市下水道排水設備指定工事者のうち、一般建

設業の許可のうち「土木工事業」又は「舗装工事業」又は「管工事業」を得ている者。 

3 承認工事の願出人は、第 1 項の申請書提出後に申請内容に変更が生じた際は、変更に係

る部分の施工に先立ち、下水道本管については公共下水道の施設に関する工事変更承認申

請書（様式 4）を、取付管、接続ますについては取付管・接続ます（新設・改築）工事施

工承認申請書（変更）（様式 5）（様式 5-1）を管理者に提出し、承認を得なければならない。

ただし、取付管・接続ますの軽微な位置変更その他これに類すると管理者が判断するもの

については本項の申請書の提出は不要とする。本項の流れは別図のとおりとする。 

4 管理者は、第 1 項及び第 3 項に係る承認をしたときは、下水道本管については承認書（様

式 6）を、取付管・接続ますについては承認書（様式 7）を当該願出人に交付するものとす

る。 

5 承認工事の願出人は、第１項の申請書提出後に承認工事の施工を行わないことになった

際は、下水道本管については公共下水道の施設に関する工事承認申請取下げ届（様式 4-1）

を、取付管、接続ますについては取付管・接続ます承認工事申請取下げ届（様式 5-2）を管

理者に提出しなければならない。 

6 承認工事の新設・改築等を行った者は、工事完成後速やかに、下水道本管については完

成検査依頼書（様式 8）を、取付管・接続ますについては取付管・接続ます（新設・改築）

工事完成検査願（様式 9）（様式 9-1）を管理者に提出しなければならない。 

7 管理者は、前項の依頼書・検査願に基づき検査を行い合格した時は、下水道本管につい

ては検査合格通知書（様式 10）を、取付管・接続ますについては検査合格通知書（様式 11）

を交付するものとする。 

（取付管・接続ます改築工事に係る給付） 

第 5 条 管理者は、取付管・接続ます改築工事において、必要と認めるものについて給付金

を交付することができる。 

 

第 3 章 負担金工事 

（負担金工事の申込み及び施行） 

第 6 条 負担金工事の願出人は、公共下水道布設願（様式 12）を管理者に提出しなければな

らない。 

2 負担金工事の設計及び施工は、管理者が行う。 

（負担金） 

第 7 条 負担金工事の願出人は、負担金工事に要する費用（以下「負担金工事費」という。）

を管理者に支払わなければならない。 



 

2  負担金工事費は、次により算出したものの合計額とする。 

(1)  直接工事費、地下埋設物移設費等、補償費及び委託設計料の合計 

(2)  前掲(1)の合計額について別表の区分に従い算出した事務費 

（負担金の支払い） 

第 8 条 負担金工事の願出人は、当該設計書により算出した概算額を予納しなければならな

い。ただし、管理者がその必要がないと認めたときはこの限りでない。 

2 前項の概算額は工事完成後精算し、過不足のあるときは還付又は追徴するものとする。 

 

第 4 章 流末下水道工事 

（流末下水道工事の申込み及び施行） 

第 9 条 流末下水道工事の願出人は、公共下水道布設願（様式 13）を管理者に提出しなけれ

ばならない。 

（流末下水道工事に係る負担金） 

第 10 条 流末下水道工事の願出人は、次の各号に掲げる負担金を管理者に支払わなければな

らない。 

2  負担金は、次により算出したものの合計額の全部またはそのうち管理者が願出人の負担

分として算出した額とする。 

(1)  直接工事費、地下埋設物移設費等、補償費及び委託設計料の合計 

(2)  前掲(1)の合計額について別表の区分に従い算出した事務費 

（流末下水道工事負担金の支払い） 

第 11 条 流末下水道工事の願出人は、当該設計書により算出した概算額を予納しなければな

らない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときはこの限りでない。 

2 前項の概算額は、流末下水道工事の完成後精算し、過不足のあるときは、還付又は追徴

するものとする。 

 

第 5 章 雑則 

（下水道施設の引継ぎ及び管理） 

第 12 条 承認工事の願出人は、承認工事に係る下水道施設を管理者に無償で寄付し、管理者

はこれを寄付採納するものとする。 

（施行期日） 

1  この要綱は、昭和 58 年 7 月 1 日より施行する。 

（関係要綱等の廃止） 

2  次の各号に定める要綱、要領、運用基準は廃止する。 

(1)  下水道工事の施行にかかる経費の負担基準要綱（昭和 46 年 4 月 1 施行） 

(2)  市施設水洗化対策事業施行にかかる事務手続き要領（昭和 47 年 4 月 1 施行） 

(3)  未処理区域（市街化区域内）における公共下水道接続負担金の取扱いについて（昭和 57

年 12 月 1 日施行） 



 

(4)  公共下水道の整備に関する開発者負担要綱（昭和 58 年 5 月 1 日施行） 

(5)  公共下水道の整備に関する開発者負担要綱の運用基準について 

（昭和 60 年 7 月 1 日施行） 

(6) 下水道工事の施行に係る費用の負担基準要綱の細目について 

（昭和 58 年 6 月 8 日決裁） 

(7)  市街化調整区域における公共下水道整備に関する要綱（昭和 56 年 5 月 11 日施行） 

附則 

（施行期日）この要綱は、昭和 59 年 12 月 1 日から施行する。 

附則 

（施行期日）この要綱は、平成元年 10 月 1 日から施行する。 

附則 

（施行期日）この要綱は、平成 5 年 5 月 1 日から施行する。 

附則 

（施行期日）この要綱は、平成 7 年 4 月 1 日から施行する。 

附則 

（施行期日）この要綱は、平成 26 年 4 月 1 日から施行する。 

附則 

（施行期日）この要綱は、平成 29 年 4 月 1 日から施行する。 

附則 

（施行期日）この要綱は、令和 2 年 1 月 1 日から施行する。 

附則 

（施行期日）この要綱は、令和 2 年 4 月 1 日から施行する。 

附則 

（施行期日）この要綱は、令和 3 年 1 月 1 日から施行する。 

附則 

（施行期日）この要綱は、令和 3 年 4 月 1 日から施行する。 

附則 

（施行期日）この要綱は、令和 4 年 4 月 1 日から施行する。 

 

《別表》 

区        分 率 

100 万円以下の金額に対して 12% 

  100 万円を超え 300 万円以下の金額に対して 11% 

  300 万円を超え 500 万円以下の金額に対して 10% 

500 万円を超え 1,000 万円以下の金額に対して 9% 

1,000 万円を超え 1 億円以下の金額に対して 8% 

1 億円を超える金額に対して 6% 



 

 

《別図》 

 

変更が生じた際のフロー図

願出人は変更内容が「取付管・接続ますの軽微な位置変更その他これに類

するもの」に該当するかどうかを管理者に確認（電話、来庁等）

申請書の提出不要 願出人は申請書を管理者に提出

変更発生

管理者は判断結果を願出人に伝達

該当しない場合該当する場合



                                          （様 式 １） 

公共下水道の施設に関する工事承認申請書 

   

受付年月日  承認年月日      

       

     

     

 

 

 提出先  建設局 下水道部 管路課 （℡078-806-8754） 

 

 

 

       第   号

神戸市公共下水道管理者   年  月  日

神 戸 市 長  あて 

 
申請者 住 所  

 

 

 

フリガナ  

氏 名  

ＴＥＬ  

提出者 (代理人)  

 ＴＥＬ  

  
下水法第16条の規定に基づき関係書類を添えて申請しますので､公共下水道の施設に関する

工事について承認をお願いします｡ 

工事の場所  区  
町

通 
 丁目  番  号  

工事の種別 

及び 

申請の理由 

  1.道路工事に伴うマンホール高さ調整      箇所 

  2.道路工事マンホール蓋取り替え        箇所 

  3.既設公共下水道の移設又は新設、一時撤去及び復旧 

(a.道路 b.宅地開発c.その他            )工事 

  管種    管径    ㎜ 延長     ｍ    人孔   箇所 

  4.その他 

工事の期間 承認の日から  年  月  日まで 

工事の施工者  
 

ＴＥＬ 
 

担当者 
 

添付書類    位置図･平面図･縦断図･横断図･構造図･写真（各３部） 



（様式２）

　　　　年　　月　　日

 下記のとおり下水道法第１６条の規定により、取付管・接続ます（新設・改築）工事を申請します。

なお、工事完成後の公共下水道施設は完成検査合格後、無償にて市に帰属することを承諾します。　

※本申請書は、工事着手の２１日前までに提出してください。
※記入漏れや添付資料が不足している場合は、書類を受理できないことがあります。

施工業者名

年

電 話 番 号

施工業者名

から

年

日

箇
所

ｐ ―

新設

箇
所

撤去 接続ます設置場所

住宅地図

ますのみ

箇
所

申
 

請

者

住　　所

氏　　名

箇
所

入替

神 戸 市 長　 あて

取 付 管 ・ 接 続 ま す (新 設 ・ 改 築) 工 事 施 工 承 認 申 請 書

他
工
事

受
任
者

管
工
事

日

月工事
期間
(予定)

  □水道給水管引込工事　　□ガス管引込工事　　□道路法第２４条の規定による工事  　□開発行為

  □共同排水分離　　 □その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　

携帯電話番号

現場責任者名

工
事
の
施
工
者

舗装
復旧
工事

責任技術者名

携帯電話番号

□道路占用許可申請関係書類【公道部】　　□公共下水道工事に関する承諾報告書【私道部】　　

第　　　　　　　　号

　　年　　月　　日

管理番号 区 ― 号

　上記のとおり申請があり、書類審査の結果、適格と認め、別紙の条件を付して承認し、施工承認通知書により通知して
よろしいか。（伺）

添
付
書
類

電 話 番 号

指定
番号

□委任状　　□位置図　　□平面図・横断図　　□写真　　□下水道台帳図（本管・取付管説明図 各1枚）

電 話 番 号

受 任 者 名
指定
番号

まで月

占

用

現場責任者名

携帯電話番号

 □神戸市道　□私道　□一般国道
 □港湾道路　□区画整理  □河川敷
 □宅内　　□その他（　　　　　 　　　　）



（様式２－１）

　　　　年　　月　　日

 下記のとおり下水道法第１６条の規定により、取付管・接続ます（新設・改築）工事を申請します。

なお、工事完成後の公共下水道施設は完成検査合格後、無償にて市に帰属することを承諾します。　

取 付 管 ・ 接 続 ま す (新 設 ・ 改 築) 工 事 施 工 承 認 申 請 書（副）

神 戸 市 長　 あて

申
 

請

者

住　　所 新設 撤去 接続ます設置場所

氏　　名 入替 ますのみ

箇
所

箇
所

―

電 話 番 号 携帯電話番号

住宅地図
箇
所

箇
所

ｐ

携帯電話番号

受
任
者

指定
番号

受 任 者 名 責任技術者名

工
事
の
施
工
者

管
工
事

現場責任者名
指定
番号

施工業者名

電 話 番 号

他
工
事

  □水道給水管引込工事　　□ガス管引込工事　　□道路法第２４条の規定による工事  　□開発行為

  □共同排水分離　　 □その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　

年 月

工事
期間
(予定)

年 日 から 占

用

― 号

日 まで

 □神戸市道　□私道　□一般国道
 □港湾道路　□区画整理  □河川敷
 □宅内　　□その他（　　　　　 　　　　）

携帯電話番号

管理番号 区

添
付
書
類

□委任状　　□位置図　　□平面図・横断図　　□写真　　□下水道台帳図（本管・取付管説明図 各1枚）

□道路占用許可申請関係書類【公道部】　　□公共下水道工事に関する承諾報告書【私道部】　　

月

舗装
復旧
工事

施工業者名 現場責任者名

電 話 番 号



(様式３）

　年　　月　　日

神戸市長 あて

私は、下記の受任者を代理人と定め、下記の権限を委任します。

委任内容

 □公共下水道　新設・移設・撤去およびマンホール蓋高調整工事に関する一切の権限
 □取付管・接続ます承認工事及び給付金の申請手続きに関する一切の権限
 □取付管・接続ます承認工事の申請手続きに関する一切の権限

 

工事場所

委 任 者
（申請者）

受 任 者

氏 名 （法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

住 所

委  任  状

記

神戸市　　　区　　　町・通・台　　　丁目　　　番　　　号　　

住 所

氏 名 （法人にあっては、名称及び代表者の氏名）



                                         （様 式 ４） 

公共下水道の施設に関する工事変更承認申請書 
 

   

受付年月日  承認年月日      

       

     

     

 

 提出先  建設局 下水道部 管路課 （℡078-806-8754） 

       第   号

神戸市公共下水道管理者   年  月  日

神 戸 市 長  あて 

 
申請者 住 所  

 

 

 

フリガナ  

氏 名  

ＴＥＬ  

提出者 (代理人)  

 ＴＥＬ  

  
下水法第16条の規定に基づき関係書類を添えて申請しますので､公共下水道の施設に関する

工事の変更について承認をお願いします｡ 

承認番号 第    号   年  月  日 

工事の場所  区  
町

通 
 丁目  番  号  

工事の種別 

及び 

申請の理由 

  1.道路工事に伴うマンホール高さ調整      箇所 

  2.道路工事マンホール蓋取り替え        箇所 

  3.既設公共下水道の移設又は新設、一時撤去及び復旧 

(a.道路 b.宅地開発c.その他            )工事 

  管種    管径    ㎜ 延長     ｍ    人孔   箇所 

  4.その他 

工事の期間 承認の日から  年  月  日まで 

工事の施工者  
 

ＴＥＬ 
 

担当者 
 

添付書類    位置図･平面図･縦断図･横断図･構造図･写真（各３部） 



（様式４－１） 

公共下水道の施設に関する工事承認申請取下げ届 

   年  月  日 
 

神戸市長あて 

 

申請者 住所               
           氏名               

TEL               
提出者（代理人）                 

TEL               
 

 

 公共下水道の施設に関する工事について下記のとおり承認の取下げをお願い

します。 

 
 

記 
 

１．承認番号 
    ―     号 

 
２．承認年月日 

    年  月  日  

 

３．工事の場所 
       区                

 
４．取下げ理由   

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

以上 



（様式５）

　年　　月　　日

 下記のとおり下水道法第１６条の規定により、取付管・接続ます（新設・改築）工事（変更）を申請します。

なお、工事完成後の公共下水道施設は完了検査合格後、無償にて市に帰属することを承諾します。　

※本申請書は、変更に係る工事着手の２１日前までに提出してください。

※記入漏れや添付資料が不足している場合は、書類を受理できないことがあります。

取 付 管 ・ 接 続 ま す （新 設 ・ 改 築) 工 事 施 工 承 認 申 請 書 (変更) 

神 戸 市 長　 あて

申
 

請

者

住　　所

住宅地図 ｐ ―

接続ます設置場所

氏　　名

受
任
者

指定
番号

受 任 者 名 責任技術者名

電 話 番 号 携帯電話番号

変 更 前

承認番号 　　　　年　　月　　日　　　　　　第　　　　号　　 管理番号

変更理由

変更事項

変 更 後

変更内容

区

　年　　月　　日

　上記のとおり申請があり、書類審査の結果、適格と認め、別紙の条件を付して承認し、施工承認通知書により通知してよ
ろしいか。（伺）

第　　　　　　　　号

管理番号

添付資料
(変更分のみ)

□委任状　　□位置図　　□平面図・横断図　　□写真　　□下水道台帳図（本管・取付管説明図　各1枚）

□道路占用許可申請関係書類【公道部】　　□公共下水道工事に関する承諾報告書【私道部】　　

区 ― 号



（様式５－１）

　年　　月　　日

 下記のとおり下水道法第１６条の規定により、取付管・接続ます（新設・改築）工事（変更）を申請します。

なお、工事完成後の公共下水道施設は完了検査合格後、無償にて市に帰属することを承諾します。　

取 付 管 ・ 接 続 ま す （新 設 ・ 改 築) 工 事 施 工 承 認 申 請 書 (変更) （副）

神 戸 市 長　 あて

申
 

請

者

住　　所 接続ます設置場所

住宅地図 ｐ ―

氏　　名

受
任
者

指定
番号

受 任 者 名 責任技術者名

電 話 番 号 携帯電話番号

変更事項

変更内容

変 更 前 変 更 後

承認番号 　　　　年　　月　　日　　　　　　第　　　　号　　 管理番号 区

号

変更理由

添付資料
(変更分のみ)

□委任状　　□位置図　　□平面図・横断図　　□写真　　□下水道台帳図（本管・取付管説明図　各1枚）

□道路占用許可申請関係書類【公道部】　　□公共下水道工事に関する承諾報告書【私道部】　　

管理番号 区 ―



（様式５－２） 

取付管・接続ます承認工事申請取下げ届 

   年  月  日 
 

神戸市長あて 

 

申請者・受任者 住所               
           氏名               

 

 

 取付管・接続ます承認工事について、下記のとおり承認の取下げをお願いしま

す。 

 
 

記 
 

 

１．管理番号 
       区―         

 
２．承認番号 

     年  月  日 神建下管 第      号 

 

３．工事場所 
       区                

 
４．取下げ理由   

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

 

以上 
 



（様 式 ６） 

 

第     号 

 年  月  日 

          様 

神戸市公共下水道管理者 

神 戸 市 長   

 

 

下水道法第１６条の規定に基づく工事の施工について(承認) 

 

 

 年 月 日付で申請のありました  区  町 丁目 番 号地先の公共下水道に関する工事

の施工については､下記の条件を付して承認します｡ 

 

記 

 

(施工図面等) 

１． 施工は、本市建設局下水道部の承認した図面及び本市土木請負工事必携の １．土木工事共仕様

書(第１０編他)、本市下水道設計標準図、マンホール蓋高さ調整特記仕様書に基づいて施工して

下さい｡ 

 

(工事の着手) 

２． (1) 工事着工に当たっては､道路管理者及び所轄警察署の許可を受けて下さい｡ 

 

(2) 各種地下埋設物の管理者との協議及びその他本工事に関して必要となる協議は､事前に申請

者にて行ってください｡ 

 

(3) 工事着手前に下記担当事務所へ連絡し、必要に応じて協議を行い､その指示に従って下さい｡ 

施工場所 担当事務所 事務所所在地 電話番号 

東灘・灘・中央区 
東水環境センター 

管理課サービス係 

東灘区魚崎南町 

2-1-23 
(078)451-0456 

兵庫・長田・須磨区 
中央水環境センター 

管理課サービス係 
長田区南駒栄町 1-44 (078)641-2711 

北区 
中央水環境センター 

管理課北下水道係 

北区山田町下谷上 

字上ノ勝 4-1 
(078)581-6250 

垂水・西区 
西水環境センター 

管理課サービス係 
垂水区平磯 1-1-65 (078)752-1700 

 

(工事の施工) 

３． 工事の施工は承認条件や協議内容を厳守し､施工中に第三者に損害をおよぼした場合は､申請者

の責任において解決して下さい｡工事の品質及び出来形は本市土木請負工事必携を遵守してくだ

さい。また、その他の施工管理については本市土木請負工事必携に準拠して行ってください。 

 

(工事記録写真等) 

４． 着工前後及び施工中の記録写真については､出来形管理及び材料等の品質管理書も併せて完了検

査時に提出をお願いします｡ 

 

(工事の完成) 

５． 工事の完成にあたっては、完成検査依頼書・下水道台帳・その他関係図書を担当水環境センター

へ提出し検査を受けて下さい｡ 

また、検査時に手直し事項があれば速やかに手直ししてください。 

 



(施設の担保期間) 

６． 完成検査合格の当日から 12 カ月間とします｡ 

 

(工事の期間) 

７． 本市が承認した日から    年  月  日までとします｡ 

 

(物件の帰属) 

８．工事完成合格後は無償で本市（公共下水道管理者）へ物件を帰属するものとします。 

 

(占用の廃止) 

９．着工前に道路管理者等へ占用許可申請を行っている場合、工事完成合格後に占用廃止届を道路管

理者等へ提出してください。 

 

(その他) 

１０．当工事区域内の公共下水道については､工事完成検査に合格するまでの間は､申請者の責任にお

いて維持管理を行って下さい｡ 

 

１１．上記の各条に定めのない事項や疑義を生じた場合は､その都度本市と協議してその指示に従っ 

て下さい｡ 

 

以上。 



（様式７）

第 　　号

　　　　  　年　　  　月　  　　日

申請者 住所

神戸市公共下水道管理者

神戸市長 久　元　　　喜　造

なお、承認に際して別紙条件を付します。

区

取付管・接続ます（新設・改築）工事施工承認通知書

氏名

　　　　　年　　　月　　　日付けで申請のありました取付管・接続ます工事施工承認申請に
ついて、下水道法第１６条の規定に基づき承認しましたので通知します。



                      （様 式 ８） 

下水道法第16条に基づく工事の完成検査依頼書 
 第        号 

   年  月  日 

 神戸市公共下水道管理者 
 

神戸市長 あて 

下記の検査を依頼します。 

依頼者 住  所   

 フリガナ  

 
氏  名  

ＴＥＬ  

提出者   

(代理人) ＴＥＬ  

  

工事場所  区  
町 

通 
 丁目  番  号 

設置した施設 
マンホール高さ調整    箇所  マンホール蓋取り替え     箇所 

管渠の移設又は新設 

管種    管径    ㎜ 延長     ｍ    人孔   箇所 

完成年月日    年   月   日 

施工業者 氏名  ＴＥＬ  

承認番号    年   月   日付 承 認  号 

 

 

       
      

 
 

 
   

   

  
 
 

  

 

    
    

 
  提出先 所管水環境センターサービス係 



（様式９）

　　年　　　月　　　日

                                   申請者住所

氏名

TEL

月 日 号

業者名

業者名

業者名

□取付管・接続ます（新設・改築）工事施工承認通知書の写し　□位置図　

□台帳修正用図面(下水道台帳図上に記入)　□施工通知書の回答の写し　□工事写真　

□道路掘削跡舗装復旧検査願書類一式（公道掘削を伴う場合）　□取付管・接続ますの資産表(新設の場合)

□工事内訳書（改築の場合）

※工事完成後、速やかに本紙を提出してください。
※記入漏れや添付資料が不足している場合は、書類を受理できないことがあります。

　合格と認められるので完成検査合格通知書により通知してよろしいか（伺）。

第　　　　　　　　号
　年　　月　　日

　上記の検査願により、提出された関係書類に基づき完成検査を行った結果、合格と認め、工事完成検査合格通知書により
通知してよろしいか。（伺）

　3．受  任  者：

（管工事）

（舗装工事）

　5．添付書類

  4．施工業者：

神  戸  市  長   あて

　　　　　第　1．承認番号：

　2．施工場所：

取 付 管 ・ 接 続 ま す (新 設 ・ 改 築) 工 事 完 成 検 査 願 

下記のとおり取付管・接続ます（新設・改築）工事が完成したので検査をお願いします。

年



（様式９－１）

　　年　　　月　　　日

                                   申請者住所

氏名

TEL

月 日 号

業者名

業者名

業者名

下記のとおり取付管・接続ます（新設・改築）工事が完成したので検査をお願いします。

取 付 管 ・ 接 続 ま す (新 設 ・ 改 築) 工 事 完 成 検 査 願 （副）

神  戸  市  長   あて

  4．施工業者：

　1．承認番号： 年

　2．施工場所：

　3．受  任  者：

　　　　　第

（管工事）

（舗装工事）



（様 式 １０） 

（公 印 省 略） 

第     号 

  年  月  日 

 

 

 

       様 

 

 

公共下水道管理者 

神戸市長  

 

 

 

工事の完成合格について （通知） 

 

 

 

    年 月 日付(承認第 －  号)で施工承認（下水道法第１６条の規定に基づく公共下水

道に関する工事承認）した工事については完成検査に合格しましたので通知します。 

 

記 

 

１．工事の場所         神戸市  区  町       

 

２．工事の種別             

 

３．下水道施設の内容         

 

４．完成検査年月日            年  月  日 



（様式１１）

第 　　号

　　　　　　年　　　　月　　　　日

申請者 住所

神戸市公共下水道管理者

神戸市長 久　元　　　喜　造

　　　　　対象工事(承認番号)：　　　　　　年　　　　月　　　　日　　　　　　　　第　　　　　　　　　号

　　　　　　　 　　　検査合格日：　　　　　　年　　　　月　　　　日　　　　　　

取付管・接続ます（新設・改築）工事完成検査合格通知書

氏名

　　　　　年　　　月　　　日付けで提出のありました取付管・接続ます工事完成検査願につ
いて、下記の通り合格と認めましたので通知します。

記

（公　印　省　略）



（様 式 １２)  
 

                                                                      年   月   日  
 
 
   神 戸 市 長  あて 
 
 
                                                  願出人   住  所 
                                                           氏  名                      
 
 
 

公 共 下 水 道 布 設 願 
 
 
 下記のとおり、公共下水道の布設が必要となりましたので、工事を施行していただきたく依頼します。 
   
なお、工事費は全額私が負担します。 
 
 
                                          記 
 
 
 １ 下水道施設の内容 
 
 
 
  ２ 工 事 場 所   
 
 
 
  ３ 施行理由         
 
 
 
 ４ その他           
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 （様 式 １３)  
 

                                                                    年   月   日  
 
  神 戸 市 長  あて 
 
 
                                                  願出人   住  所 
                                                           氏  名                     
 
 
 

公 共 下 水 道 布 設 願 
 
 
 下記のとおり、公共下水道の布設が必要となりましたので、工事を施行していただきたく依頼します。 
   
なお、工事費は全額又は私の負担分として神戸市が算出された額を私が負担します。 
 
 
                                          記 
 
 
 
 １ 下水道施設の内容 
 
 
 
 ２ 工事場所         
 
 
 
 ３ 施行理由         
 
 
 
 


